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平成２９年度 指定管理者モニタリングレポート 

（指定管理者の管理運営業務評価結果） 

施設名 八尾市立リサイクルセンター学習プラザ 

所在地 八尾市曙町二丁目１１番地 

所管課 経済環境部環境施設課 

 

指定管理者 名 称  特定非営利活動法人グラウンドワーク八尾 

代表者  菅 春水 

住 所  八尾市本町五丁目１番３号 グランフェル八尾３０１ 

指定期間 平成２８年 ４月 １日 ～ 平成３３年 ３月３１日（５年間） 

 

１．利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 

○利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られたか 評価結果 

 スタッフの来館者への対応が丁寧であり、好印象である。 

 リサイクル体験工房教室やイベントにおいて、指定管理者のノウハウを活かし、参加者の視

点に立った多様なメニューが提供され、かつ実施手法にも工夫が見られる。 

 ＳＮＳやホームページの活用、パンフレット、チラシの配布、また、様々な会議の場に参加

し、多くの方に直接施設利用を呼びかけるなど、積極的な情報発信に努めている。 

【利用者アンケート（利用者の満足度等）】  

①調査の概要（調査対象、調査時期、調査方法、回答状況） 

  ・調査対象 施設利用者 

  ・調査時期 平成２９年１１月 １日～１２月２８日 

  ・調査方法 施設内で利用者に対し直接配布・回収 

  ・回答状況 ６００人に配布し、５４７人分回収（回収率９１．２％） 

 ②アンケート結果の概要（利用者の満足度等） 

   スタッフの対応については、８７．８％が「満足」あるいは「やや満足」との回答であ 

った。また、体験工房教室及び各種イベントの内容については、７７．９％が「満足」あ 

るいは「やや満足」との回答であった。 

Ｓ 

 

２．公の施設の効用発揮 

○公の施設の効用を最大限に発揮されたか 評価結果 

 環境問題に対する市民の関心と理解を深めるための拠点施設として、市民協働の取り組みを

推進しており、めぐるサポーター（市民ボランティア）を運営上においてもうまく機能させて

いる。 

 市内全小学校（２８校）の社会見学は達成できなかったものの、２７校の受入れを行い、先

生方からも好意的な意見が多く聞かれた。 

Ａ 

 

３．適切な維持管理及び管理経費の縮減 

○公の施設の適切な維持及び管理が図られるとともに、その管理に係る経費の縮

減が図られたか 

評価結果 

 

 危機事態発生時の対処マニュアルを整備するだけではなく、リサイクルセンター（工場棟）

と連携し、来館者も参加する消防訓練を実施するなど、利用者の安全確保を図るための対策が

なされている。 

 施設の保守管理業務、清掃業務等について、仕様書どおり適切に実施されている。 

照明や空調設備使用の適正管理を徹底するなど、コスト縮減に取り組んでいる。 

Ｓ 
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４．団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 

○公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有し

ているか 

評価結果 

 

 収支計画に沿った内容で、適正かつ効率的な運営が図られている。 

 所管部署への報告が密に行われており、情報の共有化が図られている。 

 他市の環境啓発施設の視察研修を始め、スタッフの資質向上を図るための研修を定期的に行

うなど、安定した施設運営のための取り組みがなされている。 

Ｓ 

 

５．その他施設の性質または目的に応じた基準 

○その他市長が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準を満たしたか 評価結果 

 環境問題に対する市民の関心と理解を深めるための拠点施設として、積極的な取り組みを行

っており、報告書等も期間内に提出されている。 

 利用料金の取扱いや個人情報等の保護について、適切に管理されている。 
Ｓ 

 

 

【総合評価】 

 評価の視点 得点率（評価）(ａ) 評価配点(ｂ) 評価点(ａ×ｂ) 

１ 利用者の平等利用の確保及びサービスの向上 100％（S） 30.8 30.8 

２ 公の施設の効用発揮 81.8％（A） 23.1 18.9 

３ 適切な維持管理及び管理経費の縮減 94.7％（S） 19.2 18.2 

４ 団体の人員、資産その他の経営規模及び能力 92.3％（S） 11.5 10.7 

５ その他施設の性質または目的に応じた基準 100％（S） 15.4 15.4 

合計 100 94.0 

 
 

総合評価 Ｓ 
 

 

【モニタリング内容の総括】  

 施設の管理運営が適正かつ効率的に行われており、事業も施設の趣旨に沿った内容を当該指定管理者のノウ

ハウを活かしながら、利用者のニーズに沿って取り組みを改善するなど、確実に実施されている。 

 

 

 

 

※得点率・評価配点・評価点については、原則として、小数点第２位を四捨五入

しているため、端数の関係上、評価配点の合計及び評価点の算定結果等が表上の

計算と整合しない場合がある。 

 



 - 9 - 

＜参考＞ 

■ 評価基準表（得点率で判断） 

Ｓ（90％以上） 業務推進に必要とする水準を満たすだけでなく、より高い水準での施設の管

理運営が行われ、積極的な創意工夫や改善活動を主体的に行っている 

Ａ（80％以上 90％未満） 業務推進に必要とする水準を満たしていると判断できる 

Ｂ（60％以上 80％未満） 業務推進に必要とする水準を十分に満たしていないと思われる 

Ｃ（60％未満） 業務推進が不十分で、今後支障をきたす可能性があり、改善の検討が必要と

思われる 

■「総合評価」の評価基準 

評価の視点ごとの得点率及び評価配点をもとに評価点を算出し、上記の評価基準表により評価を行う。 

ただし、総合評価がＳまたはＡとなるためには、評価基準表に定める得点率の基準（Ｓ：90％以上、Ａ：80％

以上）を満たした上で、以下の要件も満たす必要がある。 

 

 

 

 

 

総合評価がＳとなる要件 

５つの評価の視点の評価において、Ｓが３つ以上であること。 

総合評価がＡとなる要件 

 ５つの評価の視点の評価において、ＳまたはＡが３つ以上であり、かつ、Ｃがないこと。 

  


